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 職 種 人数 期間 
情報政策課 市民情報端末ヘルプデスク １ １年 
市民税課 事務補助 

シフトにより変動 
２ ９ヶ月 

商工観光課 定額給付金の担当 
（受付業務・電話対応 
事務補助） 

 
６ 

 
９ヶ月 

社会福祉課 就労相談員 １ １年 
健康増進課 データ入力（シフト制） ４ ９ヶ月 
指導課 外国語指導助手 ２１ 180 日 
舞浜駅行政 
サービスセンター 

受付事務 ５ １年 

こども家庭課 医療費計算事務等 ３ １年 
児童センター 運営管理の補助業務 ３ １年 
保育幼稚園課 幼稚園仮設園舎用務員 １ １年 
下水道課 水洗普及業務 ２ １年 
 
 
 
 
 

 

 
東野 2-8-13 
☎353-4730 
i_megumi@d8. 
dion.ne.jp 
 

 
北栄 2-3-16-203 
☎354-9269 
m5mise@jcom. 
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憲
法
や
法
令
の
遵
守
、
社
会
的
公
正
さ
が
要
求
さ
れ
る
地
方

自
治
体
の
職
場
で
も
「
偽
装
請
負
」
「
偽
装
派
遣
」
の
よ
う
な

違
法
不
当
な
雇
用
が
全
国
的
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
共
産
党
は
９
月
議
会
で
浦
安
市
の
派
遣
労
働
者
の
雇

用
実
態
と
姿
勢
を
質
し
ま
し
た
。 

 
入船 4-37-14 
☎355-8526 
minamotonton@ 
jcom.home.ne.jp 

市
議
会
議
員 

元
木
美
奈
子 

２０
年
度
か
ら
、
保
育
所
で
も
今
年
度
は
派

遣
職
員
を
導
入
せ
ず
、
い
ず
れ
も
直
接
雇

用
の
非
常
勤
職
員
で
対
応
し
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

市
民
課
窓
口
で
は
正
規
職
員
が
派
遣

職
員
の
指
導
や
指
示
に
手
間
取
り
、
逆
に

正
規
職
員
の
職
務
に
支
障
が
生
ず
る
な

ど
新
た
な
問
題
が
お
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

保
育
所
で
も
保
育
計
画
の
策
定
や
保
護

者
へ
の
対
応
な
ど
、
正
規
保
育
士
と
同
等

の
専
門
性
や
継
続
性
な
ど
が
求
め
ら
れ

市
の
公
的
責
任
は
免
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま

で
日
本
共
産
党
は
派
遣
職
員
の
導
入
撤

回
を
強
く
求
め
て
き
ま
し
た
。 

 
 
 
  
  
 

２４議案、１諮問（人

権擁護委員の候補者の推
薦）が上程 
されました。 
日程は裏面 
を！ 

 

市
は
派
遣
職
員
を
日
曜
開

庁
を
開
始
し
た
平
成
１６
年

度
か
ら
市
民
課
窓
口
に
、
２０ 

年
度
に
は
公
立
保
育
所
に

導
入
し
た
経
緯
が
あ
り
ま

す
。
と
こ
ろ
が
市
民
課
で
は

今
年
度
は
市 

 

労
働
者
派
遣
は
一
時
的
・
臨
時
的
業
務

に
か
ぎ
る
、
正
職
員
を
派
遣
に
置
き
換
え

る
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
こ  
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